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◎群馬県告示第１６６号 

 群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１１第５項の規定により交付した次の免税証に

ついて、亡失した旨の報告があったので、無効とする。 

  令和７年７月２５日 

                                                                      群馬県知事 山 本 一 太   
                                             

免税証 
の種類 

業種 記号番号 枚数 有効期間 
免税証に記載された販売
業者の所在地及び名称 

免税証を 
交付した 
事 務 所 

亡失年月日 

100 リ
ットル
券 

農業 G01503746 １枚 令和７年３月
４日から令和
８年２月２８
日まで 

群馬県渋川市赤城町敷島４
０４ 
有限会社高橋石油店 

前橋行政
県税事務
所 

令和７年６
月３０日 

 

 

 

◎群馬県告示第１６７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり

指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

令和７年７月２５日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定公金事務取扱者の所在地及び名称 東京都新宿区大久保一丁目３番２１号ルーシッドスクエア新宿イース

ト８階 オリファサービス債権回収株式会社 

２ 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１

６条、第３１条の６第６項及び第３２条第６項に規定する貸付金に係る未収金 

３ 法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日 令和７年３月１２日  

４ 法第２４３条の２第１項の規定による委託をした日 令和７年４月１日 

５ 委託期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第１６８号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和７年７月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 太田市金山町３９の４１（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

■ 告  示 
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「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第１６９号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和７年７月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 太田市金山町３９の４１（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第１７０号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予

定である。 

  令和７年７月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 太田市金山町３９の４１（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 公衆の保健 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第１７１号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予

定である。 

  令和７年７月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 太田市金山町３９の４１（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 公衆の保健 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 
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「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第１７２号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和７年７月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡東吾妻町大字原町字上之宿２１２２の４、２１２８の１３、２１２９の４、 

大字新巻字丸橋１１５７の５ 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 
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霧
積
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

霧
積
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

霧
積
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

目
次
中
「
・
第
十
条
」
を
「―
第
十
一
条
」
に
、
「
第
十
一
条―

第
十
五
条
」
を
「
第
十
二
条―

第
十
六
条
」
に
、
「
第
十
六
条―

第
二
十
条
」
を
「
第
十
七
条―

第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
二
十
一

条―

第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
二
条―
第
二
十
四
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五 

条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
及
び
流
水
」
を
「
、
流
水
」
に
改
め
、
「
維
持
」
の
下
に
「
及
び
発
電
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
「
洪
水
調
節
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
中
「
洪
水
調
節
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
洪
水
調
節
」
の
下
に

「
又
は
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
「
第
七
条
第
七
号
」
を
「
第
七
条
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す

る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
観
測
」
を
「
気
象

及
び
水
象
の
観
測
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
一

条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
に
は
」
の
下
に
「
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
別
表
に
掲
げ
る

地
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
水
量
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二

十
条
と
す
る
。 

 

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
各
号
の
一
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二

十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
の
一
」
を

「
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
洪
水
調
節
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条

と
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
洪
水
調
節
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
細
則
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
前
橋
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
発
せ
ら
れ
た

と
き
に
は
」
を
「
洪
水
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
細
則
（
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
洪
水
が
予
想
さ

れ
る
と
き
そ
の
他
細
則
に
定
め
る
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水

の
調
節
を
行
お
う
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
三
章
中
第
十
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 

（
発
電
の
た
め
の
利
用
） 

第
十
一
条 

発
電
は
、
洪
水
期
間
に
あ
つ
て
は
標
高
五
百
九
十
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
百
・

〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
七
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
非
洪
水
期
間
に
あ
つ
て
は
標
高
五
百
九
十

一
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
百
九
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
百
七
十
四
万
立
方
メ
ー
ト
ル 

を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
発
電
は
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
に
支
障
の 

な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

別
表
（
第
二
十
条
関
係
） 

 
 

                   
 
 

附 

則 

 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

■ 

訓 
 

令 

板
鼻
地
点 

松
井
田
地
点 

ダ
ム
サ
イ
ト
地
点 

地
点
名 

一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で 

五
月
一
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で 

七
月
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で 

十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で 

五
月
一
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で 

七
月
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で 

十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で 

五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で 

十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

期
間 

一
・
四
九
〇 

一
・
五
八
〇 

一
・
六
二
二 

一
・
六
二
四 

一
・
五
二
九 

一
・
四
九
〇 

一
・
二
四
八 

一
・
三
六
七 

一
・
八
八
三 

一
・
五
〇
七 

一
・
四
一
五 

一
・
二
三
三 

〇
・
一
三
四 

〇
・
二
七
九 

〇
・
一
三
四 

水
量
（
毎
秒
立

方
メ
ー
ト
ル
） 
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肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号。以下「法」という。）第７条第１項の規定によ

り、次のとおり肥料を登録したので、法第１６条第１項の規定により公告する。 

令和７年７月２５日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和７年７月２５日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

保美溜池 理 事 再 任 柴﨑時雄 藤岡市保美１２８番地１ 

 同   同  矢内敏雄  同  同 １４３番地２ 

 同   同  市山養仁  同  同 １４７番地２ 

 同  新 任 栁井啓二  同  同 ３０７番地 

 同   同  柳井博一  同  同 ３２６番地 

 同   同  栁井義二  同  同 ４１３番地 

 同   同  川村政美  同  同 ６８７番地１ 

 同   同  植野博  同  同 １５０３番地１ 

 同  退 任 川村房賢  同  同 ６８７番地１ 

 同   同  上野貴行  同  同 １４６１番地 

監 事 再 任 眞下篤夫  同  同 ２５０番地 

 同   同  生方藤雄  同  同 乙２８９番地 

 同   同  栁井秀文  同  同 ３７９番地 

 

 

■ 公  告 

登録番号 
肥料の 
種 類 

肥料の名称 
保証成分量 
（％） 

その他の 
規  格 

生産業者 の 
名称及び住所 

有効期限 

群馬県登録
第１００１
５号 

乾燥菌体
肥料 

群麺-KG 窒素全量 
５.５ 
りん酸全量 
１.５ 

法３条第１項
の規定による
公定規格のと
おり 

シマダヤ関東株式会
社 
東京都昭島市武蔵野
二丁目１番２２号 

令和１０
年３月２
６日 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年７月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡明和町南大島９８６－４、９８８－２ 邑楽郡明和町新里５７１番地４ レジデンス峰Ａ
１０２ 
郷家聖子 
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